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南知多町規則第１４号 

南知多町契約規則の一部を改正する規則 

南知多町契約規則（昭和39年南知多町規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第10条の２第２項中「充当する」を「あてる」に改める。 

第12条第５号中「除く」の次に「。」を加える。 

第24条の３中「き」を削る。 

第32条第１項中「年14.5パーセントの割合」を「年14.6パーセントの割合」に改

める。 

第40条第１項中「年2.6パーセントの割合」を「年3.0パーセントの割合」に改め

る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


